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 本県の人口概況とともに、男女共同参画の推進状況として「女性の社会参画」「労働」「家
庭生活」「防災」「男女共同参画に関する意識」「教育」「女性に対する暴力の根絶」「健康・
福祉」の分野ごとに、これまでの各種統計、調査等によるデータなどをもとにまとめました。 
 

 ※ 統計データについては、できるだけ新しい数値を盛り込むよう努めました。データ名や出
典については本文やグラフ中に記載しています。特にことわりのない場合、本県のデータを
示しています。 
 なお、数値については、単位未満四捨五入のため、合計とは必ずしも一致していないとこ
ろがあります。 

 

埼玉県における 
男女共同参画の状況 
 

第１部 
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■埼玉県における男女共同参画の状況 

 

 

１ 人口と世帯 

（１）人口ピラミッド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ※ 県統計課「埼玉県町（丁）字別人口調査結果報告」より作成 

（２）核家族世帯の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                    ※ 総務省「国勢調査」より作成 

２ 人口動態 

（３）合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ※ 厚生労働省「人口動態統計」より作成 

○人口概況 

 令和7年1月現在、本県の人口
は7,374,298人で、内訳は女性が
3,697,031人、男性が3,677,267人
である。 
 また、平均年齢は47.6歳で前
年に比べて0.2歳の上昇となり、
男女別にみると、女性が48.9歳、
男性が46.4歳である。 
 平成17年（20年前）と比較する
と、年少人口、生産年齢人口はと
もに減少し、65歳以上の老年人
口が増加している。 

 本県一般世帯数に占める核家
族世帯の割合は、59.1％と全国
平均（54.2％）より4.9ポイント
高く、奈良県、和歌山県に次いで
全国3位となっている。 

 本県の令和6年の合計特殊出
生率＊は1.09（全国39位）であり、
過去最低となった。 

＊ 合計特殊出生率…15歳から49歳
までの女性の年齢別出生率を合
計したもので、一人の女性が仮に
その年次の年齢別出生率で一生
の間に子供を産むとした子供の
数。 
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（４）高齢化率の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 令和2年までは総務省「国勢調査」、令和7年以降は国立社会保障・人口問 

  題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和5（2023）年推計）」より作成 

 

 

１ 政治への参画 

（５）本県議会における女性の立候補者及び議員の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ※ 県市町村課調べ 

（６）市町村議会の状況（各年１２月３１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 総務省「地方公共団体の議会の議員及び長の所属党派別人員調等」より作成 

○女性の社会参画 

 本県の高齢化率＊１は、令和2年
（2020年）の国勢調査では全国
で6番目の低さとなっている。 

＊１ 高齢化率…総人口に占める65
歳以上の割合。 

＊２ 国勢調査の数値について、平成
22年から「不詳」数を分母に含
めない方法で算出されており、
平成17年の数値は総務省統計
局が同様の算出方法で再計算
した数字を採用。 

 令和5年4月に行われた本県議
会議員選挙において、141人の立
候補者のうち女性は27人となっ
た。 
 また、当選者数は93人中女性
が15人で、平成3年以降最も多く
なり、その割合は16.1％となっ
た。 

 令和6年12月末現在、県内市町
村議会議員における女性の数は
325人（市263人、町村62人）で、
その割合は、市が27.9％、町村が
21.1％、全体で26.3％である。 
 女性議員の割合は、全国1位は
東京都（33.5％）で埼玉県は2位
となっている。 
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２ 審議会等への参画 

（７）審議会等における女性の委員数と割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ※ 県人権・男女共同参画課調べ（各年4月1日現在） 

（８）市町村審議会等における女性の委員数と割合の推移 

   （広域で設置している審議会等の委員数を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ※ 県人権・男女共同参画課調べ 

３ 司法への参画 

（９）弁護士の男女比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ※ 日本弁護士連合会事務局調べ 

 令和7年4月1日現在、本県の審
議会等委員総数1,505人のうち、
女性の委員は711人で、その割合
は47.2％（前年比2.2ポイント増）
である。 

 令和7年4月1日現在＊、県内市
町村の審議会等委員総数31,238
人のうち、女性の委員は9,437人
で、その割合は30.2％である。 

＊ 調査時点は原則として令和7年4
月1日現在であるが、各市町村の
事情により異なる場合がある。 

 本県の弁護士総数1,004人の
うち、女性の弁護士は170人（前
年比5人減）である。また、その
割 合 は 16.9 ％ で 、 全 国 平 均
（20.1％）より3.2ポイント低く
なっている。 

女性の割合の推移令和7年4月1日現在
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４ 県・市町村における女性の職員の状況 

（１０）県における女性の職員・役付職員の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           ※ 県人事課調べ 

    ※ 病院局の地方独立行政法人化に伴い、R3以降は病院局を含まない 

（１１）市町村における女性の職員・役付職員の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ※ 県人権・男女共同参画課調べ 

５ 地域における参画 

（１２）自治会長に占める女性の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する 

  施策の推進状況（令7和年度）」より作成 

 令和7年4月1日現在、本県の女
性職員は7,906人中2,804人で、割
合は35.5％となっている。 
 また、女性役付職員（主査級以
上）は、3,543人中840人（23.7%）、
そのうち副課長級以上の女性管
理職は842人中127人（15.1％）と
なっている。 

＊ 全任命権者（教育・警察・令和3年
度から病院局は除く。） 

 令和7年4月1日現在、県内の市
町村における職員のうち女性職
員の割合は42.8％、女性役付職
員の割合は31.4％である。 
 また、管理職相当職以上の職
員のうち、女性職員の割合は
17.7％となっている。 

 令和7年7月1日現在、自治会長
に占める女性の割合は6.7％（全
都道府県中19番目）であり、全国
平均の7.8％より下回っている。 



6 

 

 

１ 女性の就業率 

（１３）年代別の女性の就業率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ※ 総務省「国勢調査」より作成 

２ 民間企業等における女性役職者の状況 

（１４）階級別役職者に占める女性割合の推移（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・令和2年から、役職者は、10人以上の常用労働者を雇用する企業を集計対象とする 

 よう変更しているが、令和元年度以前の企業区分（100人以上の常用労働者を雇用 

 する企業）と比較可能となるよう、同様の企業規模区分の数値により算出した。 

            ※ 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より作成 

３ 女性の雇用者の状況 

（１５）女性雇用者（１５～６４歳）の年代別比率推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ※ 総務省「令和4年就業構造基本調査」より作成 

○労働 

 令和2年の本県の女性就業率＊

を年代別にみると、25〜29歳の
層の 81.7％と45〜 49歳の層 の
77.8％を2つの頂点として、35〜
39歳の71.8％を底とするＭ字型
曲線を描いている。 
 平成27年より上昇したもの
の、Ｍ字型の底は、本県の男性や
全国の女性の数値と比較して
も、依然低い状況にある。 

＊ 就業率…15歳以上の人口のうち、
就業者の割合。 

 （就業者とは、調査期間中収入を伴
う仕事を少しでもした人をいう。） 

 令和6年の全国の民間企業等
（従業員数100人以上）における
役職者を階級別にみると、部長
相当職は9.8％、課長相当職は
15.9％、係長相当職は24.4％であ
り、長期的にみると増加傾向に
ある。 

 本県の15〜64歳の女性雇用者
1,627千人を年代別にみると、前
回調査（平成29年）から比べて、
15〜19歳、30歳代、40歳代の比
率は減少したが、その他の年代
では増加した。 
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（１６）女性の雇用者に占める非正規雇用者の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ※ 総務省「令和4年就業構造基本調査」より作成 

（１７）女性無業者のうち就業を希望する人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・65歳以上の就業希望者数は、52,300人である。 

            ※ 総務省「令和4年就業構造基本調査」より作成 

４ 賃金 

（１８）男女の賃金格差の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ※ 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より作成  

 本県の女性雇用者（役員を除
く）に占めるパート・アルバイト
の 比 率 は 45.6 ％ で 、 全 国 平 均
41.4％より高くなっている。 
 非正規雇用は女性の5割台半
ばを占める一方、男性では2割超
となっている。 

※ パート、アルバイト等の雇用形態
は、勤め先での呼称による。 

 本県の就業していない女性
154万人のうち、就業を希望する
女 性 は 30 〜 40 歳 代 を 中 心 に
304,300人（19.8％）いる。その
割合は、全国で5番目に高く、全
国平均17.6％に比べて2.2ポイン
ト高くなっている。 

 本県における令和6年の男性
一般労働者の平均賃金水準（所
定内給与額＊）を100（351,000円）
としたとき、女性一般労働者の
給与水準は77.2（271,000円）と
なっており、格差は長期的には
縮小傾向にある。 

＊ 所定内給与額…決まって支給す
る現金給与額のうち、超過労働給
与額を差し引いた額をいう。 
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５ 家庭と仕事の両立支援 

（１９）家庭生活の優先度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 県人権・男女共同参画課「令和7年度男女共同参画に関する意識・実態調査」 

  より作成 

（２０）仕事と育児の両立支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※ 県雇用・人材戦略課「令和6年度埼玉県就労実態調査」より作成 

（２１）育児休業取得率（県内中小企業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 県雇用・人材戦略課「令和6年度埼玉県就労実態調査」より作成 

※２ 各年度の数字は、前年度の育児休業取得率の数字である。  

 【希望】・【現実】ともに、「仕
事や自分の活動と家庭生活を同
時に重視｣が男女双方で最も多
い。【現実】で2番目に多いのは、
女性が「どちらかといえば、仕事
や自分の活動よりも家庭生活を
優先｣で、男性が「どちらかとい
えば、家庭生活よりも仕事や自
分の活動を優先｣となっている。 

 法定を超える仕事と育児の両
立支援制度がないと回答した事
業所の割合は、県内中小企業で
25.4％、大企業では18.5％となっ
ている。さらに、両立支援の内容
をみると、中小企業・大企業とも
に「始業・終業時刻の繰上げ・繰
下げ（時差出勤）」が最も多く、
中小企業では38.1%、大企業では
55.6%となっている。 

 令和5年4月1日から令和6年3
月31日までの1年間に出産した
女性及び配偶者が出産した男性
について、中小企業における育
児休業の取得率をみると、女性
は92.9％、男性は32.8％となって
いる。 

※ 参考…県内大企業での育児休業 
     取得率 
     女性：100.0％ 
     男性：22.9％ 
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（２２）仕事と介護の両立支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※ 県雇用・人材戦略課「令和6年度埼玉県就労実態調査」より作成 

 

 

１ ライフスタイル 

（２３）女性の働き方の理想と現実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 県人権・男女共同参画課「令和7年度男女共同参画に関する意識・実態調査」 

  より作成 

（２４）従業上の地位別に見た妻の家事分担割合（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 国立社会保障・人口問題研究所「第7回全国家庭動向調査」（令和4年実施） 

  より作成  

○家庭生活 

 法定を超える仕事と介護の両
立支援制度がないと回答した事
業所の割合は、県内中小企業で
34.0％、大企業では22.4％となっ
ている。 
 利用できる制度として最も多
いものは、中小企業、大企業とも
に「始業・終業時刻の繰上げ・繰
下げ（時差出勤）」で、中小企業
が30.9%、大企業が55.1%となっ
ている。 

 女性の働き方について、【理
想】は「結婚や出産の有無にかか
わらず、仕事を続ける」、【現実】
は「子育ての時期だけ一時やめ、
その後はパートタイムで仕事を
続ける」が男女双方で最も多い。 

※ 女性の働き方の実態は、女性を
「自分自身の働き方」、男性を「妻
の働き方」とする。 

 妻が「正規」で働く世帯では、
「非正規」「自営」「仕事なし」
と比べて、妻の家事分担割合は
相対的に少ない。それでも約5割
の妻が家事の80％以上を担って
いる。 
 また、家族従事者を含む「自
営」の妻と専業主婦を含む「仕事
なし」の妻においては、それぞれ
8割以上の妻が80％以上の家事
を分担している。 
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２ 男性にとっての男女共同参画 

（２５）男性の家事・育児・介護等の時間数（週当たり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                ※ 総務省「社会生活基本調査」より作成 

（２６）他都県への通勤・通学者数とその割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ※ 総務省「令和2年国勢調査」より作成 

通勤・通学時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ※ 総務省「令和3年社会生活基本調査」より作成  

 本県の10歳以上の男性につい
て、週当たりの生活時間をみる
と、前回調査時（平成28年）と比
べて育児時間は変わらないもの
の、家事及び介護・看護時間が長
くなっている。育児を含めた全
体の時間数は63分（1日当たり9
分）長くなり、全国1位となった。 

 他都県への通勤・通学者数は
約123万人で、神奈川県に次いで
全 国 2 位 で あ り 、 そ の 割 合 は
16.8%で全国1位となっている。 

 また、10歳以上の県民が通勤・
通学にかける時間は男女ともに
長く、男性は103分で神奈川県、
東京都に次ぎ全国3位、女性も82
分と全国で4番目の長さとなっ
ている。 
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（２７）子育て世代の長時間労働 

    （週60時間以上就業している人の割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ※ 総務省「令和4年就業構造基本調査」より作成 

３ 子育ての社会的支援 

（２８）保育所待機児童数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ※ 県こども支援課調べ 

 

 

１ 防災分野における参画 

（２９）県・市町村防災会議での女性委員の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する 

  施策の推進状況（令和7年度）」より作成  

○防災 

 本県の年間就業日数200日以
上の男性（15歳以上）のうち、週
60時間以上就業している男性の
割合は、全国（8.6％）より0.7ポ
イント高く、9.3％となっている。 
 さらに、25〜44歳の子育て世
代では11.1％と、全国（9.5％）よ
り1.6ポイント高い。 

 本県の令和7年4月1日現在の
待機児童数は208人で、前年（241
人）から33人減少した。 

 令和7年4月1日現在、本県の防
災会議での女性委員が占める割
合は、41.6％（77人中32人）で、
全国平均（26.1％）より15.5ポイ
ント高くなっている。 
 県内市町村では総数2,067人
のうち女性は253人（12.2％）で
あり、防災会議の設置されてい
る58市町村中3町村に女性委員
がいない。 
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（３０）消防団員に占める女性の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           ※ 県消防課調べ 

 

 

１ 男女平等に関する意識 

（３１）男女の地位の平等感 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 県人権・男女共同参画課「令和7年度男女共同参画に関する意識・実態調査」 

  より作成 

２ 性別による役割分担意識 

（３２）性別役割分担意識～男性は仕事、女性は家庭～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 県人権・男女共同参画課「令和7年度男女共同参画に関する意識・実態調査」 

  より作成  

○男女共同参画に関する意識 

 令和6年4月1日現在、本県の女
性消防団員数は、13,126人中745
人（5.7％）であり、年々その割
合は微増している。 
 また、全国では3.8％となって
おり、県が1.9ポイント上回って
いる。（全国の値は消防庁「消防
団の組織概要等に関する調査
(令和6年度)」による。） 

 男女平等に関する意識では、
男女とも【政治】【社会通念や風
潮】【社会全体】に不平等感を強
く感じている。 
 また、【家庭生活】において男
女の意識差が大きくなっており
「平等になっている」は17.2ポ
イント男性の方が高く、「平等に
なってない」は17.0ポイント女
性の方が高くなっている。 

 「男性は仕事、女性は家庭」と
いう性別役割分担意識につい
て、令和7年度調査を見ると、男
女ともに「同感する」割合が増
え、「同感しない」の割合が減っ
ている。 
 「同感する」は男性が女性より
9.2ポイント高く、「同感しない」
は女性が男性よりも8.0ポイント
高くなっている。 
 また、男性の「同感しない」が
6割を下回った。 
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１ 公立学校での男女平等教育の推進状況 

（３３）男女平等教育の推進状況（令和7年3月現在） 

    （男女共同参画に関する児童生徒の理解促進を図る 

     取組を実施した割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ※ 県教育局人権教育課調べ 

２ 高等学校の男女共学、別学の状況 

（３４）公・私立高等学校の共学、別学の状況（令和７年５月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ※ 県学事課、教育局県立学校人事課調べ 

３ 高等学校卒業者の進路 

（３５）高等学校卒業者（現役）の進路（令和６年３月卒業者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ※ 文部科学省「令和6年度学校基本調査」より作成  

○教育 

 令和7年3月現在、県内の各公
立学校＊での男女平等教育の推
進状況について（男女共同参画
に関する児童生徒の理解促進を
図る取組を実施した割合）は、小
学校が90.3％（689校中622校）、
中 学校が 88.8 ％（ 356 校中 316
校）、高等学校が82.0％（161校中
132校）、特別支援学校が45.5％
（55校中25校）である。 

＊ さいたま市立学校は含まない。 

 令和7年5月現在、本県の高等
学校における共学校の割合は、
公立が91.5％、私立が83.6％であ
る。 

 令和6年3月に県内の高等学校
を卒業した女子の進路は、大学
が60.1％と最も高い。続いて、専
修学校、就職、短大となってい
る。 
 大学、短大、大学・短大の通信
学部ほかを合わせた女子の大学
等 進 学 率 は 65.7 ％ （ 全 国 平 均
63.3％）で全国8位となってい
る。 
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４ 大学等への入学と専攻分野 

（３６）大学・短期大学入学者の専攻分野別構成（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ※ 文部科学省「令和6年度学校基本調査」より作成 

５ 女性の教員の状況 

（３７）女性の教員の占める割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ※文部科学省「令和6年度学校基本調査」より作成 

（３８）公立小・中・高等学校の女性教員管理職数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ※文部科学省「令和6年度学校基本調査」より作成  

 大学に入学した女性の26.6％
が社会科学、続いて18.4％が人
文科学を専攻し、男性の37.5％
が社会科学、続いて22.0％が工
学を専攻している。 
 短期大学に入学した女性の
37.4％が教育、続いて20.1％が家
政を専攻し、男性の22.7％が社
会科学、続いて19.1％が工業を
専攻している。 

 令和6年5月現在、本県の国立、
公立及び私立学校における教員
数は51,137人で、そのうち女性
教員の割合は54.3％（27,778人）
となっている。 
 その割合は幼稚園が最も高
く、高等学校が最も低い。 

 令和6年5月現在、本県の公立
学校における女性教員管理職は
小 学 校 で は 校 長 が 208 人 で
26.2%、教頭が196人で23.5％、
中 学 校 で は 校 長 が 56 人 で
13.7％、教頭が58人で13.4％、高
等学校では校長が12人で8.5％、
副校長・教頭が35人で15.6％で
ある。 
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１ ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）相談件数 

（３９）ＤＶ相談件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ※ 県人権・男女共同参画課調べ 

２ 配偶者等から受けた暴力 

（４０）配偶者等や交際相手からの暴力被害経験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 県人権・男女共同参画課「令和7年度男女共同参画に関する意識・実態調査」 

  より作成 

（４１）配偶者等から受けた暴力に関する相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 県人権・男女共同参画課「令和7年度男女共同参画に関する意識・実態調査」 

  より作成  

○女性に対する暴力の根絶 

 令和6年度に受けたＤＶに関
する相談件数は県が1,724件、市
町村が11,061件となっている。 

※ 県：配偶者暴力相談支援センター
（男女共同参画推進センタ
ー本所・支所*）及び福祉事務
所が受けたＤＶ相談件数の
合計 

※ 市町村：ＤＶに関わる総相談件数 

 配偶者等から受けた被害及
び、交際相手から受けた被害で、
心理的攻撃が最も多くなってい
る。また、すべての行為におい
て、被害を経験した人の割合は、
女性が男性を上回っている。 
※ 各行為説明 
・身体的暴行…なぐる、ける、物を投

げつける、突き飛ばすなどの身体に
対する暴行 

・心理的攻撃…人格を否定するような
暴言や交友関係を細かく監視するな
どの精神的な嫌がらせなど 

・性的強要…性的な行為の強要など 
・経済的圧迫…必要な生活費を渡さな

い、外で働くことを妨害されるなど 

※ 「経験はまったくない」、「無回
答」は省略。 

 配偶者等から受けた暴力につ
いて、相談状況を男女別にみる
と、「相談した」女性は48.0％、
男性は17.6％である。一方、「相
談できなかった」「相談しようと
は思わなかった」女性は50.5%、
男性は81.5％で、女性の約半数、
男性の約8割の人が相談してい
ない状況である。 

＊ 令和5年度以前は婦人相談センター。 
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（４２）相談できなかった理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 県人権・男女共同参画課「令和7年度男女共同参画に関する意識・実態調査」 

  より作成 

３ 子供への影響 

（４３）子供の目撃の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※ 県人権・男女共同参画課「令和7年度男女共同参画に関する意識・実態調査」 

  より作成 

４ 性犯罪の実態 

（４４）不同意性交等・不同意わいせつの認知件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ※ 県警察本部刑事総務課調べ  

 配偶者等から受けた暴力につ
いて相談できなかった理由とし
て、「相談するほどのことではな
いと思った」が最も多く、女性は
46.8％、男性は50.7％を占めてい
る。 

※ 「その他」、「無回答」は省略。 

 配偶者等から暴力を受けた際
に、子供がその様子を「目撃して
いた」は女性で28.9％、男性で
21.0％となっている。 

 不同意性交等・不同意わいせ
つの認知件数は、令和6年は不同
意性交等が218件、不同意わいせ
つが679件であった。 
※ 刑法の一部が改正（令和5年7月13

日施行）され、強制性交等及び強
制わいせつの罪名、構成要件等が
改められたことに伴い、「強制性
交等」を「不同意性交等」に、「強
制わいせつ」を「不同意わいせつ」
に変更した。 
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１ 高齢化社会 

（４５）健康寿命の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ※ 県衛生研究所調べ 

（４６）主な介護者の要介護者等との続柄・性別等（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ※ 厚生労働省「令和4年国民生活基礎調査」より作成 

２ 相談の受付状況 

（４７）男女共同参画推進センター、婦人相談センター等の相談受付状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ※ 県人権・男女共同参画課調べ  

○健康・福祉 

 本県の令和5年の健康寿命＊

は、女性20.99年、男性18.03年で、
前年と比べて短くなった。 

＊ 健康寿命… 65歳に達したのち、介
護保険制度の要介護2以上に認定
されるまでの期間。 

 主な介護者は、要介護者等と
の「同居」が45.8％となってい
る。続柄をみると、「配偶者」が
22.9％で最も多く、次いで「子」
が16.2％となっている。 
 他方、同居の主な介護者の
68.9％が女性となっている。 

 令和5年度の状況は、男女共同
参画推進センター（本所）で
10,964件、男女共同参画推進セ
ンター（支所）381件、福祉事務
所で309件、合計で11,654件の相
談を受け付けた。 

＊ 令和5年度以前は婦人相談センタ
ー。 
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３ 医療従事者の女性割合 

（４８）医師、歯科医師、薬剤師に占める女性の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 厚生労働省「令和6年医師・歯科医師・薬剤師統計」より作成 

※２ 医師と歯科医師は、医療施設の従事者である。また、薬剤師は薬局・医 

   療施設の従事者である。 

 令和6年12月31日現在、本県の
医療従事者の女性割合は医師が
24.6％（全国平均24.4％）、歯科
医師が27.3％（同27.0％）、薬剤
師が65.8％（同65.1％）となって
いる。 


